
平成２３年度 日本海にぎわい・交流海道ネットワーク総会 

－総会議事－ 
 

 

 

本ネットワーク要綱第 13 条第 2項に基づく総会が、平成 23年 8月 25日、京都府舞鶴市におい

て開催され、以下の議題について、多々見議長（舞鶴市長）の進行により審議を行い、了承され

た。 
 

１. 平成 22 年度の本ネットワークの活動及び決算 

平成 22 年度の活動及び決算について、事務局から報告された。 

＜活動報告＞ 

（１） ネットワーク通信「にぎわい」の発行 

（２） 総会・幹事会・シンポジウムの開催 

（３） ホームページのリニューアル 

（４） ネットワーク会員への活動支援の取組み 

平成 22 年度決算に関して、監査役の代理として事務局から、問題が無かった旨の監査報

告が報告され、了承された。 

２. 平成 23 年度の事業計画及び予算案 

平成 23 年度（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）の事業計画及び予算について、

事務局から提案があり、原案のとおり了承された。 

＜事業計画＞ 

（１） 活動方針 

（２） 具体的活動 



① ネットワーク通信「にぎわい」の発行 

② 総会・幹事会・講演会等の開催 

③ 情報発信 

④ ネットワーク会員への活動支援 

３. 要綱改正（案） 

事務局から、3 月 11 日の東日本大震災発生後の状況に鑑み、大規模地震等の災害に備え、

リダンダンシー機能向上の観点においても、日本海沿岸地域が連携する必要があること理由

に要綱改正を提案、了承された。 

４. 「舞鶴宣言 ～日本海沿岸地域の“きずな”と“にぎわい”が日本を救う～」の採択 

国土交通省近畿地方整備局港湾計画課 鈴木課長が「舞鶴宣言」（案）を読み上げ、満場

一致の拍手をもって採択された。 

５. 次期開催地挨拶 

山形県酒田市より立候補があり、同市での次期開催が承認された。 

 

 


